
田布施町立小学校水泳指導等業務委託 仕様書

１ 業務目的

本業務は、田布施町立小学校の体育科における水泳指導等を業務委託することにより、当該校におけ

る効果的で安全な水泳指導に資することを目的とする。

２ 実施対象学校

①田布施町立麻郷小学校 児童数 １３０名

②田布施町立田布施西小学校 児童数 １４１名

③田布施町立東田布施小学校 児童数 １７１名

④田布施町立城南小学校 児童数 ６３名

※対象：全学年

※児童数は令和８年４月見込み（令和７年１２月時点の見込みのため増減あり。）

※各学年の児童数・クラス数については、【別添資料】参照

３ 実施場所

田布施スポーツセンターB&G屋内プール

所在地：山口県熊毛郡田布施町大字麻郷１２９３番地１１

４ 委託期間

契約締結日から令和１０年１０月３１日

５ 指導実施期間

各年度の水泳授業実施期間は、原則として次のとおりとする。

令和８年度：令和８年６月１１日～令和８年１０月９日

令和９年度：令和９年６月１１日～令和９年１０月８日

令和１０年度：令和１０年６月１２日～令和１０年１０月１０日

上記期間において以下の各学校の指定期間内（土日・祝日・夏季休業日除く）に下記実施回数を終

えるように実施すること。指定期間内に実施が難しい場合は、当該校及び教育委員会と協議のうえ、

指導実施期間内に実施すること。天候不良やその他の事情により授業が中止となった場合は、振替が

指定期間内に実施可能な場合は、振替を実施すること。

①田布施町立麻郷小学校 ６月～７月

②田布施町立田布施西小学校 ６月～７月

③田布施町立東田布施小学校 ９月～１０月

④田布施町立城南小学校 ９月～１０月

６ 実施時間

原則として午前中の授業（１～４時限目）で実施すること。

７ 実施回数及びグループ数

１グループあたり各年度５回（４５分授業（１時限分）×２コマを１回とする。）とする。

※原則として別添資料のグループごとに授業を実施すること。

令和８年度：５回×１２グループで合計６０回。

令和９年度：５回×１２グループで合計６０回。

令和１０年度：５回×１１グループで合計５５回。



児童数の減少又はスクールバスの運行上の都合その他やむを得ない事由により、グループ数を変更

（減少）する場合があるものとする。

時間割の詳細については、当該校及び教育委員会と協議のうえ、決定することとする。

８ 業務内容

⑴ 事前打ち合わせ

契約締結後、田布施町立小学校と受託者は、指導内容、監視体制等、水泳授業を実施するにあたり

必要な事項について、必要な回数の打合せを行うこととする。

⑵ 指導員の配置

受託者は、グループごとに別添資料のとおり指導員を配置し、安全管理を徹底するとともに、児童

一人ひとりの実態に合ったきめ細やかで効果的な指導ができる体制を組むこと。

⑶ 水泳指導及び指導方針

・学校教育活動の一環であることを十分に理解し、教育的な立場で指導にあたること。

・「小学校新学習指導要領解説 体育編」の内容を基本とし、実施対象校の年間指導計画の学習内容

を基に、受託者及び実施対象校で協議の上、指導内容及びカリキュラムを決定すること。

⑷ 泳力判定、評価

・泳力判定及び評価については、指導前に、発注者、受託者及び実施対象校で協議の上、評価に必

要な項目を定めておくこととし、共通認識を持って指導に臨むこと。

・評価は受託者の協力のもと、教員が行うこととする。

⑸ 報告

・受託者は、１回毎の水泳指導実施後に指導にあたった指導員、教員・補助員（引率者）、児童数

等を記録すること。

・受託者は、各年度の業務終了後、速やかに事業完了報告書を作成し、提出すること。

９ 契約金額の変更等

⑴ 児童数の減少又はグループ数若しくは指導員数の変更その他やむを得ない事由により、業務量が減

少した場合は、発注者は受託者と協議のうえ、契約金額を減額変更できるものとする。

⑵ 工事、設備故障、その他やむを得ない事由により、田布施スポーツセンターB&G屋内プールが使用

できない、又は使用が制限される場合には、当該期間に係る業務について、発注者は受託者と協議の

うえ、契約金額を減額変更し、又は業務を中止することができるものとする。

１０ 委託料の支払い

⑴ 受託者は、事業完了報告書の提出後、委託料の支払いを請求するものとする。支払いは、年度毎に

１回支払うものとする。

⑵ 発注者は、前号の規定による請求を受けた時は、その日から起算して３０日以内に受託者に委託料

を支払うものとする。

１１ その他

⑴ 責任の所在

指導に当たっては、安全第一とし、事故防止に努めること。事故が起こった場合は、当該校と協力

して事態の収拾を図ること。指導中において、受託者の故意又は過失により事故が発生した場合に

は、受託者が責任を負うこと。

⑵ 水泳授業の全日程終了後、次年度以降の水泳授業実施の検討のための効果検証の際に、必要に応じ

て発注者の行う所要の調査に協力すること。

⑶ 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、受託者及び発注者の協議により定めるものと

する。



別添資料

令和８年度

児童数・クラス数

グループ内訳及び指導員の配置数

①田布施町立麻郷小学校：３グループ

１・２学年：３人

３・４学年：３人

５・６学年：３人

②田布施町立田布施西小学校：３グループ

１・２学年：３人

３・４学年：３人

５・６学年：３人

③田布施町立東田布施小学校：４グループ

１・２学年：４人

３・４学年：４人

５学年：３人

６学年：３人

④田布施町立城南小学校：２グループ

１・２・３学年：３人

４・５・６学年：３人

学年

学校
1年 2年 3年 4年 5年 6年 計

麻郷小
児童数 20 19 27 20 24 20 130
学級数 1 1 1 1 1 1 6

田布施西小
児童数 20 20 28 23 28 22 141
学級数 1 1 1 1 1 1 6

東田布施小
児童数 21 26 28 27 38 31 171
学級数 1 1 1 1 2 1 7

城南小
児童数 13 7 14 10 8 11 63
学級数 1 1 1 1 1 1 6



別添資料

令和９年度

児童数・クラス数

グループ内訳及び指導員の配置数

①田布施町立麻郷小学校：３グループ

１・２学年：３人

３・４学年：３人

５・６学年：３人

②田布施町立田布施西小学校：３グループ

１・２学年：３人

３・４学年：３人

５・６学年：３人

③田布施町立東田布施小学校：４グループ

１・２学年：４人

３・４学年：４人

５学年：３人

６学年：３人

④田布施町立城南小学校：２グループ

１・２・３学年：３人

４・５・６学年：３人

学年

学校
1年 2年 3年 4年 5年 6年 計

麻郷小
児童数 20 20 19 27 20 24 130
学級数 1 1 1 1 1 1 6

田布施西小
児童数 14 20 20 28 23 28 133
学級数 1 1 1 1 1 1 6

東田布施小
児童数 25 21 26 28 27 38 165
学級数 1 1 1 1 1 2 7

城南小
児童数 6 13 7 14 10 8 58
学級数 1 1 1 1 1 1 6



別添資料

令和１０年度

児童数・クラス数

グループ内訳及び指導員の配置数

①田布施町立麻郷小学校：３グループ

１・２学年：３人

３・４学年：３人

５・６学年：３人

②田布施町立田布施西小学校：３グループ

１・２学年：３人

３・４学年：３人

５・６学年：３人

③田布施町立東田布施小学校：３グループ

１・２学年：４人

３・４学年：４人

５・６学年：４人

④田布施町立城南小学校：２グループ

１・２・３学年：３人

４・５・６学年：３人

学年

学校
1年 2年 3年 4年 5年 6年 計

麻郷小
児童数 22 20 20 19 27 20 128
学級数 1 1 1 1 1 1 6

田布施西小
児童数 19 14 20 20 28 23 124
学級数 1 1 1 1 1 1 6

東田布施小
児童数 21 25 21 26 28 27 148
学級数 1 1 1 1 1 1 6

城南小
児童数 10 6 13 7 14 10 60
学級数 1 1 1 1 1 1 6


